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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む、含ニッケルラテライト酸化鉱石からニッケル及びコバルトを抽出す
る湿式治金硫酸浸出プロセス；
ａ．低マグネシウム含量の含ニッケル酸化鉱石の水性パルプを供給する工程；
ｂ．該水性パルプを少なくとも約２００℃の温度と高い圧力で、含有されるニッケル及び
コバルトの浸出効果を奏するのに少なくとも十分な化学量論量の硫酸を添加して浸出し、
それにより硫酸ニッケル、硫酸コバルト及び浸出残渣の浸出液排出を行う工程、ここで該
浸出液は少なくとも７６ｇ／Ｌの硫酸を含む；
ｃ．未精製の高マグネシウム含有含ニッケル酸化鉱石を工程（ｂ）の浸出液へ大気圧で添
加して、最終中和スラリーを形成する工程であって、下記を特徴とする工程、
　(i)　未精製の鉱石を８０℃～最終中和スラリーの大気圧における沸点で添加する、
　(ii)　未精製の鉱石からニッケル及びコバルトの抽出を有効とするのに十分な攪拌と時
間をかける、
　(iii)　酸化／還元電位をコントロールするために最終中和スラリーに還元剤を添加し
ない、
及び
ｄ．アルカリ金属イオン、アンモニウムイオン及びそれらの混合物からなる群より選択さ
れる沈澱剤の十分な量を、工程（ａ）のパルプ、工程（ｂ）の浸出液、または工程（ｃ）
の最終中和スラリーへ添加して、第二鉄をジャロサイトとして沈殿する。
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【請求項２】
　工程（ｂ）の該浸出液及び浸出残渣を、工程（ｃ）の前に分離しない、請求項１に記載
のプロセス。
【請求項３】
　工程（ｂ）の浸出液に未精製の高マグネシウム含有含ニッケル酸化鉱石を添加する前に
、前記未精製の鉱石の一部を大気圧で硫酸を用いて浸出することをさらに含む、請求項１
に記載のプロセス。
【請求項４】
　アルカリ及びアルカリ土類酸化物、水酸化物、炭酸塩及びこれらの混合物からなる群よ
り選択される中和剤を最終中和スラリーへ添加することをさらに含む、請求項１に記載の
プロセス。
【請求項５】
　該最終中和スラリーを固体／液体分離工程にかけて、ニッケル及びコバルト並びに最終
浸出残渣を回収するのに適する最終プレグナント浸出液を生成させることをさらに含む、
請求項１に記載のプロセス。
【請求項６】
　工程（ｂ）の浸出液に未精製の鉱石を添加する前に、高マグネシウム含有含ニッケル酸
化鉱石を粉砕することをさらに含む、請求項１に記載のプロセス。
【請求項７】
　最終中和スラリーのｐＨを、未精製の高マグネシウム含有含ニッケル鉱石の添加の間コ
ントロールしないことを特徴とする、請求項１に記載のプロセス。
【請求項８】
　工程（ｂ）の浸出液が、７６ｇ／Ｌ～１１４ｇ／Ｌの間の硫酸を含む、請求項１に記載
のプロセス。
【請求項９】
　工程（ｂ）の浸出液が、９２ｇ／Ｌ～１１４ｇ／Ｌの間の硫酸を含む、請求項１に記載
のプロセス。
【請求項１０】
　工程（ｂ）の浸出液が、１０２ｇ／Ｌ～１１４ｇ／Ｌの間の硫酸を含む、請求項１に記
載のプロセス。
【請求項１１】
　含ニッケルラテライト酸化鉱石に存在する少なくとも７３．７％のニッケルを抽出する
、請求項１に記載のプロセス。
【請求項１２】
　含ニッケルラテライト酸化鉱石に存在する７３．７％～９４．１％のニッケルを抽出す
る、請求項１に記載のプロセス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
発明の分野
本発明は、含ニッケル鉱石の湿式治金プロセス（精錬プロセス）に関し、特に、鉱石のラ
イモナイトフラクションの高圧及び高温浸出と組み合わせた、そのような鉱石の高マグネ
シウムまたはサプロライトフラクションからニッケル価を浸出する改良方法に関する。
【０００２】
発明の背景
含ニッケルラテライト鉱石のライモナイト部分の硫酸を用いた高圧及び高温浸出は周知で
あり、商業的にキューバのモアベイで１９５９年から行われている（Boldt and Queneau,
 “The Winning of Nickel", Longmans Canada Ltd., Tronto, pp.437-449）。鉱石に含
有されるニッケル及びコバルトの大部分（ほぼ９０％以上）及び幾つかの不純物元素の変
動部分を浸出するのに必要な硫酸の量は、相当する水溶性硫酸金属化合物を形成するのに
必要な量より多い。これは、硫酸が、この浸出工程で使用される高温、通常≧２００℃に
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おいて、単一プロトン（Ｈ＋）及び重硫酸塩（ＨＳＯ4
-）イオンに単に解離するからであ

る。重硫酸塩イオンは浸出スラリーを冷却すると硫酸（ＳＯ4
2-）イオンに解離し、さら

にプロトンを放出する。このように冷却浸出スラリーは必然的に溶解した金属価及び不純
物元素に加えて過剰の硫酸を含有する。この過剰の酸は、当業者に明らかなように、溶解
したニッケル及びコバルト価の回収の前に中和しなければならない。浸出工程に添加しな
ければならない過剰の硫酸のコスト及び最終浸出液において過剰の硫酸を中和するのに必
要な中和剤のコストはこのプロセスの重大な不利益点である。
【０００３】
さらに、高圧浸出液から実質的に純粋な形態のニッケル及びコバルトを有効に回収するに
は、しばしば、第二鉄、アルミニウム及びクロムのような圧力浸出の間に多かれ少なかれ
溶解する不純物を前もって除去することが必要がある。これらの不純物は溶液から除去し
ないと、下流段階でのニッケル及びコバルトの回収を妨害する場合もある。除去は、浸出
液のｐＨを上昇させ、これらの不純物を水酸化または硫酸化（hydroxysulfate）化合物と
して沈殿させることにより行うことができる。不利なことに、大気圧及び溶液の沸点より
低い温度で行うと、この加水分解はしばしば多量の沈殿を生成し、従来の沈降や濾過技術
ではプレグナント液から分離が困難である。更なる不利益点は、この加水分解工程におい
て多量のニッケル及びコバルト価が共沈殿して失われてしまうことである。
上述した高圧浸出プロセスの欠点及び問題点を処理する様々な方法が開発された。
【０００４】
テイラーら（Taylor et al. 米国特許第３，７２０，７４９号）は、鉄及びアルミニウム
の沈殿及び除去を、溶解性中和剤、例えばマグネシアを１３０℃を超える温度で浸出液に
添加することにより容易に分離しやすい形態で鉄及びアルミニウムを沈殿させる方法を開
示している。
【０００５】
改良された中和プロセスは、ローエンホートら（Lowenhaupt et al., 米国特許第４，５
４８，７９４号）により特許化されている。この特許は、低マグネシウム鉱石の高圧浸出
後、高マグネシウム鉱石の低圧浸出を行って、アルミニウム及び鉄を沈殿させることによ
るラテライト鉱石からニッケル及びコバルトの回収を開示している。ラテライト鉱石原料
のサイズ分離を行い、このプロセスのための低及び高マグネシウム鉱石フラクションを生
成させる。より精製された低マグネシウムフラクションを高温及び高圧で浸出し、圧力浸
出液を浸出残渣から分離した後、その液体をより粗製の鉱石の高マグネシウムフラクショ
ンと大気圧より高い圧力と、鉄及びアルミニウムが結晶形態で（例えば、ヘマタイト、ア
ルナイト）沈殿するような温度で接触させる。これは続く沈殿した鉄及びアルミニウムの
沈降及び濾過を助け、また鉱石の高マグネシウムフラクションからさらなるニッケル単位
を溶解させる。中和工程の好ましい温度は、１４０～２００℃であり、高い温度及び圧力
を維持するオートクレーブの使用が必要である。この特許はまた、高マグネシウム鉱石を
、大気圧及び沸点より低い温度で、低圧浸出工程の前に圧力浸出工程からの浸出液と接触
させる方法を開示する。ニッケル抽出は、大気浸出工程では非常に低く（３３～４４％の
み）、低圧浸出は依然として、十分なニッケル抽出を達成する必要があり、また鉄及びア
ルミニウムを容易に沈降及び濾過する形態で沈殿する必要がある。
【０００６】
鉱石の高マグネシウムフラクションを用いて高圧浸出液を中和する他の方法も特許化され
ている。米国特許第３,９９１,１５９号には、低マグネシウム鉱石の高圧酸浸出から得ら
れる酸を中和するための、高マグネシウム鉱石の使用が開示されている。低マグネシウム
フラクションの浸出と、高マグネシウムフラクションの高温及び圧力における浸出を統合
させることにより行われる。この方法では高マグネシウムフラクションの浸出を鉄及びア
ルミニウムの除去に効果的な高い温度（１５０～２５０℃）及び圧力で行うが、高マグネ
シウム鉱石からのニッケル抽出は比較的少ない。さらに、このプロセスは中和工程に比較
的高い温度及び圧力を必要とするという欠点も有する。
【０００７】
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米国特許第３，８０４，６１３号は、高マグネシウム鉱石を比較的低い酸／鉱石比におい
て行う高圧酸浸出法を開示している。これは高マグネシウム鉱石を高圧浸出工程の浸出液
により予め調製し、調製した高マグネシウム鉱石を高圧浸出をすることにより行われる。
この高マグネシウム鉱石は、依然として大気圧調製工程後に高圧浸出工程を行わなければ
ならない。
米国特許第４，０９７，５７５号には、予め焼成した高マグネシウム鉱石を使用して低マ
グネシウム鉱石の高圧酸浸出から得られる浸出スラリー中に存在する酸を中和する方法が
開示されている。高マグネシウム鉱石を５００～７５０℃で酸化条件下で中和工程前に熱
的に処理し、中和キャパシティーを増加させる方法が開示されている。最終液体のｐＨを
２にするが、非浸出高マグネシウム鉱石を含む中和残渣をオートクレーブに再循環させ、
より多くのニッケル回収を得る。さらに、除去された鉄及びアルミニウムは水酸化物形態
であり、処理するのが困難である。このプロセスは、焼成設備に高額な固定出費が必要で
あるという欠点を有し、高マグネシウム鉱石大気浸出スラリーの高圧オートクレーブへの
注入に関し不利である。
【０００８】
米国特許第４，４１０，４９８号には、４００～６００ｍＶ（ｖｓ．標準塩化水銀参照電
極）の酸化還元電位を維持する還元剤を添加しながら、１．５～３．０に制御したｐＨで
硫酸を用いて高マグネシウムラテライト鉱石を浸出する方法が開示されている。還元剤の
添加は鉱石中の蛇紋石の反応性を上昇させ、鉄及びマグネシアの最小抽出及び最小酸消費
と一致したニッケルの最大抽出を結果として生ずる。このプロセスは還元剤の付加的コス
トという欠点を有し、電気化学的電位コントロールの必要性があり、また浸出雰囲気をコ
ントロールして、二酸化硫黄のような毒性でガス状の還元剤の場合には外部流出を防ぐ必
要性がある。
【０００９】
上記方法は、鉱石体を完全に使用し、ニッケル及びコバルトの抽出を最大にし、最終浸出
液中の鉄および／またはアルミニウム含量を最小にするために、含ニッケルラテライト鉱
石の高及び低マグネシウムの両フラクションを使用することを意図している。全てのこれ
らの方法は、高マグネシウム鉱石を有効に浸出するために次のうちの一つを使用する：ａ
）高い温度及び圧力；ｂ）焼成または焙焼による予備処理；またはｃ）調整されたｐＨを
有する還元剤の添加。
【００１０】
本発明の目的は、鉱石の低マグネシウム部分の高圧浸出と鉱石の高マグネシウムフラクシ
ョンの浸出を組み合わせて、高い温度及び圧力、焼成予備処理または還元剤の添加を行わ
ず、かつ依然として高いニッケル及びコバルト回収を、比較的短い浸出時間、溶液への低
い鉄抽出、かつ良好な固体／液体分離特性をもって、達成することである。
【００１１】
多くの例において、浸出スラリーのｐＨ調整は金属水酸化物（第二鉄、クロム及びアルミ
ニウムの水酸化物を含む）の沈殿を起こし、これは続く液体／固体分離において浸出溶液
から分離する。このプロセスにおいて、ニッケル及びコバルトは金属水酸化物と共沈し、
金属回収は低下する。他の重要な考慮すべき点は、液体／固体分離プロセスの効率である
。一般に大気圧で生成した水酸化物はコロイド状であり、濾過または沈降させるのが困難
であり、有効な分離のために非常に大きな装置を必要とする。一方、アルカリ金属または
アンモニウムジャロサイトは結晶であり、これは濾過及び沈降を容易にする。アルカリ金
属またはアンモニウムイオンの存在下で、かつ所定のｐＨ範囲では、第二鉄は塩基性硫酸
化物であり式M[Fe3(SO4)2(OH)6]（式中Ｍはナトリウム、リチウム、カリウムまたはアン
モニウム）で表されるジャロサイトを形成する。
【００１２】
本発明の更なる目的は、アルカリ金属またはアンモニウムイオン存在下、大気圧下でのジ
ャロサイトの形成により鉄が非常に減少した溶液を提供することである。ニッケル及びコ
バルトの、金属水酸化物の沈殿による損失は最小限になり、最大限の金属回収を与え、よ
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り容易に沈降する鉄化合物が形成される。
【００１３】
発明の要約
本発明の目的は、ニッケルラテライト鉱石から低マグネシウム及び高マグネシウムの両フ
ラクションを効率的に浸出するプロセスを提供することである。鉱石の低マグネシウムフ
ラクションを他のプロセスにおいて既に述べたように高温及び高圧で浸出する。特別な還
元剤、予備処理工程及び高圧工程は、鉱石の高マグネシウムフラクションの浸出に必要で
はなく、これは従来技術を実質的に単純化することを示している。本発明はまた、アルカ
リ金属ジャロサイト（例えばジャロサイトナトリウム）の形成により鉄を除去し、ニッケ
ル及びコバルト回収に適する低鉄溶液を作成する方法を提供する。
【００１４】
発明の詳細な説明
本発明は、含ニッケルラテライト鉱石の高マグネシウムフラクションの浸出を、該鉱石の
低マグネシウムフラクションの高圧浸出と組み合わせて、ニッケル及びコバルト抽出を最
大限にする新規な方法を提供する。
【００１５】
図１において、ラテライト鉱石は二つのフラクションに分離される（１０）。この分離は
選択的採鉱、またはサイズ分類（例えばスクリーニング）により行うことができる。一つ
のフラクションは他のものより精製されており、よりマグネシウム含量が低い。この低マ
グネシウムラテライトまたはいわゆるライモナイトを水と混合し、水性パルプを提供する
。このパルプを硫酸を用いて高い温度（少なくとも約２００℃）及び圧力で浸出する。こ
の浸出プロセスの間（２０）、鉱石中のほとんどの金属は完全にまたは部分的に可溶化す
る。
【００１６】
浸出反応を終えた（通常３０～４５分内）後、圧力浸出スラリーを大気圧に解放し、浸出
溶液の通常の沸点またはそれに近い温度に冷却する。この工程の間、蒸気をフラッシュす
る。この浸出スラリーまたは浸出液を、液体／固体分離して圧力浸出残渣を除去した後、
他のラテライトフラクションと大気圧で接触させる（３０）。高マグネシウムラテライト
またはサプロライトを使用して、８０～９８℃で、好ましくは９０℃より高い温度で浸出
液中の遊離酸を中和する。この温度は、大気圧にフラッシュした後の低マグネシウム鉱石
浸出スラリーの温度であることが便利である。圧力浸出溶液中の遊離硫酸濃度は、通常２
０～１００ｇ／ＬＨ2ＳＯ4である。高マグネシウム鉱石またはサプロライトの添加量は、
予め測定したサプロライトの酸消費特性及び圧力浸出溶液中の遊離酸の量を基本に計算す
る。米国特許第４，４１０，４９８号に記載されるように浸出スラリーのｐＨをコントロ
ールする必要はない。実際に、圧力浸出溶液の比較的低いｐＨ（通常、＜１．０）または
高い酸性度は、より低いｐＨでサプロライト浸出割合がより高いという利点がある。驚く
べきことに、圧力浸出スラリー又は溶液中で通常より高い酸濃度におけるサプロライトの
迅速な浸出を行うために、スラリーの酸化／還元電位（米国特許第４，４１０，４９８号
の図３参照）をコントロールする還元剤を添加する必要が無い。
【００１７】
高マグネシウム鉱石の高ニッケル抽出を、鉱石前処理を行うことなくまたは鉱石の反応性
を高めるためのいずれかの試薬を使用することなく、このプロセスにおいて行うことがで
きる。
本発明の他の実施態様を示す図２では、ラテライト鉱石の高マグネシウムフラクションを
最初に付加的な硫酸を用いて浸出する（６０）。添加すべき酸の量は、予め測定したサプ
ロライト鉱石の酸消費特性、圧力浸出溶液中の遊離酸の量及び望ましいライモナイトから
サプロライトへの加工比から計算する。このプロセスでは、ニッケル及び他の金属は可溶
化される。本発明のこの実施態様は、ニッケル及びコバルトの高い合計抽出と最小限の鉄
抽出を維持しながら、ライモナイトからサプロライトへの比を変化させ得る。サプロライ
トの添加前に熱した圧力浸出スラリーに直接付加的な硫酸を添加すると、圧力浸出工程の
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間沈殿した鉄化合物の再溶解化が起こる。鉄再溶解化は、圧力浸出スラリーと混合する前
にサプロライト鉱石の全部又は一部と付加的な酸を混合することによりほとんど防止され
る。
【００１８】
サプロライトによる中和後のスラリーの最終酸性度は、有利なことに５～１０ｇ／Ｌ遊離
硫酸である。もしサプロライト中和工程までの全原料におけるサプロライトに対する遊離
酸の比が低すぎる場合には、浸出抽出は低くなる。一方、もしサプロライトに対する遊離
酸の比が高すぎる場合には、最終中和スラリー中に過剰の酸が存在し、鉄沈殿の前に中和
が必要となる。
他の実施態様のプロセスでは、サプロライト中和工程を、連続した撹拌タンク中で連続的
に行う。タンクの数及びサイズは、浸出比を最大にし、サプロライトから望ましいニッケ
ル抽出を達成するのに必要な保持時間が最小限となるように選択される。可能な最も高い
平均酸性度で浸出プロセスを行うためには複数のタンクを使用する。硫酸濃度が上昇する
につれて浸出速度が上昇するので、これにより反応速度が上昇する。
【００１９】
ジャロサイト形成（４０）前のいずれかの工程の間に、アルカリ金属イオン、アンモニウ
ムイオン又はこれらの混合物からなる群より選択される沈殿剤をプロセスに添加すること
ができる。好ましくは、沈殿剤はナトリウムイオン源である。一つの方法は、下流の回収
プロセスからの硫酸ナトリウム溶液を再循環させることである。これは、金属炭酸塩沈殿
物の形成における濾過生成物である。鉄ジャロサイトの形成は、約９０℃～１００℃の温
度で、大気圧で、少なくとも２時間、１．６～２．０のｐＨ（好ましくは１．８）で、有
利に行われる。鉄加水分解により生じた酸は、いずれかの中和剤により中和して目的のｐ
Ｈに維持することができる。中和剤の例としては、以下に制限されないが、石灰石、石灰
、またはマグネシアが挙げられる。または、より高マグネシウムラテライトを添加してジ
ャロサイトの形成により生じる酸を中和することができる。ジャロサイト沈殿は、水酸化
鉄沈殿よりも十分に低いｐＨで生じ、ニッケル及びコバルトの共沈及び続く損失という問
題を実質的に排除する。
【００２０】
ジャロサイト形成後、浸出スラリーの液体／固体分離プロセス（５０）が行われる。これ
は好ましくは向流デカンテーション回路（circuit）であることが好ましく、これは実質
的にニッケル及びコバルトを含まない固形物残渣と、金属回収が行われる透明な浸出液を
生成する。
以下の実施例は、制限するものではないが、本発明を説明するものである。
特に示さない限り、全ての部及び％は重量ベースである。
【００２１】
実施例１
この実施例はサプロライト鉱石を硫酸を用いた、一定酸濃度の、８０～９０℃の温度にお
ける大気浸出を示す。サプロライト鉱石は、脱イオン水中で１５質量％固形物濃度でパル
プ化し、十分に密閉したケトル中で、硫酸を用いて８０℃または９０℃の温度で撹拌した
。硫酸の濃度を試験の間中、一定に維持した。液体試料を試験の間分析のために異なる時
間において採取した。試験の最後の固形物は濾過し、洗浄し、乾燥して、化学分析のため
に分離した。表１は各試験の最終浸出結果を示す。
【００２２】
【表１】
一定硫酸濃度において行われたサプロライト大気浸出テストの結果
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【００２３】
これらの結果は、サプロライト鉱石が、硫酸により、大気圧で沸点に近い温度で、いずれ
の鉱石予備処理または浸出時の追加試薬を必要とすることなく、有効に浸出されることを
示す。データはまた、より低い酸濃度において、鉄溶解がニッケル及びマグネシウム溶解
より遅延するというキネティクスにより、高いニッケル抽出と低い鉄抽出という結果を生
じることを示す。これは重要な特徴である。何故なら、下流の当業者に既知の方法による
ニッケル回収において鉄が問題となるからである。従って、サプロライト鉱石からの高ニ
ッケル及び低鉄溶解を示すプロセスは約５０ｇ／ｌより低い酸濃度を用いて鉱石を浸出す
ることにより工夫することができる。時間の関数としてのニッケル抽出量を図３に示す。
図３はニッケル抽出速度が硫酸濃度と強い相関関係にあることを示す。
【００２４】
実施例２
この実施例は、固定量の硫酸を用いた９０℃におけるサプロライト鉱石の大気浸出を示す
。サプロライト鉱石は、脱イオン水中で１５％固形物でパルプ化され、十分に密閉したケ
トル中で硫酸を用いて９０℃で３時間撹拌された。初期硫酸濃度は、記載した４試験にお
いて１０６～１１４ｇ／Ｌに変えた。液体試料を試験の間分析のために異なる時間で採取
した。試験の最後の固形物は濾過し、洗浄し、乾燥して、化学分析のために分離した。表
２は各試験の最終浸出結果を示し、図４はサプロライト鉱石からのニッケル溶解のキネテ
ィクスを示す。
【００２５】
【表２】
硫酸を用いた９０℃におけるサプロライト大気浸出の結果

【００２６】
各試験間の最終ニッケル抽出の変動は、主に、各試験において使用した酸の異なる量及び
試料組成の変動によるものである。溶液中の金属及び遊離酸濃度の時間関数を表３に示す
。概算の金属抽出量を、時間に対する溶液アッセイから計算した。これらのデータは、酸
濃度がより高い場合にはほとんどのニッケルが浸出の最初の１５分間内に溶解することを
示す。この時間の後、サプロライトは継続してより十分に遅い速度で、ほとんどの酸が消
費されるまで反応する。サプロライト鉱石はほとんどの試験期間において５０ｇ／ｌより
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【００２７】
【表３】
サプロライト鉱石の９０℃における大気浸出における溶液組成の時間変化（試験３）

【００２８】
実施例３
この実施例は、低マグネシウムまたはライモナイト鉱石の圧力浸出からの浸出スラリー生
成物を用いたサプロライト鉱石の大気浸出を示す。ライモナイト鉱石は最初にチタンオー
トクレーブ中で３０分間、酸／鉱石比０．３８、２７０℃、及び４０ｗｔ％固形物で、浸
出した。浸出及び圧力解放後、サプロライト鉱石を５０ｗｔ％スラリーとして添加して、
低い温度で重硫酸塩－硫酸塩シフトから生じるオートクレーブ排出物中の残存する遊離酸
を中和する。この方法でサプロライトを浸出した時、サプロライト／ライモナイト比は約
０．１７であった（試験１及び２）。幾つかのケースでは、より多くのサプロライト鉱石
を浸出し、及びサプロライト／ライモナイト比を上昇させるために、濃縮した硫酸を浸出
スラリーに添加した（試験３～５）。サプロライト浸出は、９０℃で３時間、撹拌タンク
中で行った。各試験の結果を表４に示す。
【００２９】
【表４】
９０℃でオートクレーブを用いたサプロライト大気浸出の結果。追加の硫酸を試験３～５
に添加した。
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【００３０】
これらの結果は、サプロライト鉱石を、ライモナイト鉱石の高圧酸浸出からのオートクレ
ーブ排出物中の遊離酸を中和するのに使用でき、一方、この高マグネシウムフラクション
から高ニッケル抽出を得ることができることを示す。この結果はまた、オートクレーブ排
出物に余分の硫酸を添加することによりサプロライト／ライモナイト比を変化させること
ができることを示す。
【００３１】
実施例４
この実施例は、高圧及び高温におけるライモナイト鉱石の浸出後、ジャロサイトを沈殿さ
せ、９０℃でサプロライト鉱石により残存する酸を中和することによる鉄のコントロール
方法を示す。ライモナイト鉱石を最初にチタンオートクレーブ中で３０分間、酸／鉱石比
０．３８、２７０℃、及び４０ｗｔ％固形物で、浸出した。浸出及び圧力解放後、サプロ
ライト鉱石を５０ｗｔ％スラリーとして添加して、大気圧及び９０℃でオートクレーブ排
出物スラリー（ＡＣＤ）中の残存する遊離酸を中和した。より多くのサプロライト鉱石を
浸出し、及びサプロライト／ライモナイト比を０．４に上昇させるために、濃縮した硫酸
をまた添加した。硫酸ナトリウムをサプロライトスラリーに、ＡＣＤに添加する前に添加
し、ジャロサイト形成のためのアルカリイオン源を提供した。サプロライト浸出後の最終
工程は、溶液中の鉄をナトロ－ジャロサイトとして沈殿させることからなる。これは遊離
酸濃度を５ｇ／ｌＨ2ＳＯ4（ｐＨ～１．５）付近に維持し、温度を約９５℃にさらに３時
間維持することにより行われる。浸出２００分後にＣａＣＯ3スラリーを定期的に添加す
ることにより、遊離酸濃度を記載したレベルに維持した。この試験の結果を表５及び６に
示した。
【００３２】
【表５】
９０℃におけるオートクレーブ解放によるサプロライト大気浸出及び続くジャロサイト沈
殿の結果
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【００３３】
【表６】
９０℃におけるオートクレーブ解放によるサプロライト大気浸出及び続くジャロサイト沈
殿のキネティクス

【００３４】
これらの結果もまた、サプロライトがオートクレーブ排出物中の酸を有効に中和でき、サ
プロライト鉱石中に含まれるニッケルを高い比率で浸出できたことを示す。大気浸出プロ
セスの最後に、溶液中の鉄濃度が約０．５ｇ／ｌに達するまでジャロサイトが形成するこ
とにより、溶液中の鉄は最大約５ｇ／ｌ減少した。ジャロサイトとして約５ｇ／ｌの鉄の
沈殿にもかかわらず、ジャロサイト沈殿後の最終残渣のニッケル含有率は低かった。
【００３５】
実施例５
この実施例は、高圧酸浸出（ＨＰＡＬ）条件下におけるライモナイト鉱石の連続加工及び
続く圧力浸出（ＡＬ）条件下におけるサプロライト鉱石の加工を示す。
３８．５ｗｔ％固形物のライモナイトスラリーを高圧及び高温（２７０℃及び８２０ｐｓ
ｉ）で酸／鉱石比が０．４トン（酸）／トン（鉱石）において連続オートクレーブにおい
て浸出した。ライモナイトを０．８乾燥トン／日の割合で浸出し、オートクレーブ保持時
間は３０分であった。オートクレーブの排出物はＨＰＡＬ残渣と金属及び遊離硫酸（９２
ｇ／Ｌ）を含む浸出溶液であった。オートクレーブに供給した鉱石及び排出物残渣並びに
計算した金属抽出量の組成を表７に示す。
【００３６】
【表７】
高圧浸出（ＨＰＡＬ）の結果
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【００３７】
オートクレーブ排出物スラリーをサプロライト鉱石（４６ｗｔ％固形物）と、０．３トン
（サプロライト）／トン（ライモナイト）の比率で混合した。ナトリウムを硫酸ナトリウ
ムとしてサプロライト鉱石スラリーを調製するために使用した水に添加した。硫酸を、０
．４６トン（濃縮酸）／トン（サプロライト）の比率で混合物に添加した。ＨＰＡＬから
の残存酸と混合した濃縮酸により、０．９６トン（酸）／トン（サプロライト）の酸／サ
プロライト比を与えた。合計の酸／鉱石比は、０．４１トン（酸）／トン（鉱石）（ライ
モナイト＋サプロライト）であった。
大気浸出回路（ＡＬ）は、連続した３つのタンクからなり、合計保持時間は４．２時間（
１．４時間／タンク）であった。この回路の後、連続した２タンクからなり合計保持時間
が５．９時間（第一時間が１．４時間、第二時間が４．５時間）であるジャロサイト沈殿
回路（ＪＰ）が続く。ライモナイトスラリーをジャロサイト沈殿タンクに添加し、スラリ
ーのｐＨをコントロールした。これらのタンクのほぼ７０時間にわたる試験期間における
平均条件を表８に示す。
【００３８】
【表８】
大気浸出及び鉄沈殿条件

【００３９】
連続操作から得られる残渣の組成及び大気浸出においてサプロライトから得られる計算し
た金属抽出量及びＨＰＡＬ及び続く大気浸出からの合計抽出量を表９に示す。
【００４０】
【表９】
鉱石及び浸出残渣組成及び各工程における金属抽出量

【００４１】
浸出及び沈殿工程から得られる溶液は、ニッケル及びコバルトの増加した含有量を示し、
並びに遊離酸量の低下を示す。表１０に示されるように、Ｆｅ含有量は大気浸出工程の間
初めは増加したが、その後ジャロサイト沈殿では低下した。
【００４２】
【表１０】
各工程後の溶液組成
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【００４３】
実施例６
この実施例は、高圧酸浸出（ＨＰＡＬ）条件下におけるライモナイト鉱石の連続加工及び
続く大気浸出（ＡＬ）条件下におけるサプロライト鉱石の加工を示す。
３５ｗｔ％固形物のライモナイト鉱石スラリーを高圧及び高温（２７０℃及び８２０ｐｓ
ｉ）で酸／鉱石比が０．３４トン（酸）／トン（鉱石）において連続オートクレーブで浸
出した。ライモナイトを０．８乾燥トン／日の割合で浸出し、オートクレーブ保持時間は
３０分であった。オートクレーブの排出物はＨＰＡＬ残渣と金属及び遊離硫酸（１０２ｇ
／Ｌ）を含む浸出溶液であった。オートクレーブに供給した鉱石及び排出物残渣並びに計
算した金属抽出量の組成を表１１に示す。
【００４４】
【表１１】
高圧浸出（ＨＰＡＬ）の結果

【００４５】
オートクレーブ排出物スラリーをサプロライト鉱石（５１ｗｔ％固形物）と、０．３８ト
ン（サプロライト）／トン（ライモナイト）の比率で混合した。ナトリウムを硫酸ナトリ
ウムとしてサプロライト鉱石スラリーを調製するために使用した水に添加した。硫酸を、
０．２３トン（濃縮酸）／トン（サプロライト）の比率で混合物に添加した。ＨＰＡＬか
らの残存酸と混合した濃縮酸により、０．５９トン（酸）／トン（サプロライト）の酸／
サプロライト比を与えた。合計の酸／鉱石比は、０．３１トン（酸）／トン（鉱石）（ラ
イモナイト＋サプロライト）であった。
大気浸出回路（ＡＬ）は、連続した４つのタンクからなった。サプロライトの半分を濃硫
酸と共に第一タンク（１時間保持）に添加し、一方残りの半分を第二タンク（１．４時間
保持）にオートクレーブ排出物スラリーとともに添加した。第一タンクから第二タンクに
オーバーフローさせ、次にこれを連続した２タンク（各１．４時間保持）にオーバーフロ
ーさせた。この回路に、連続した２タンクからなり合計保持時間が５．９時間（第一時間
が１．４時間、第二時間が４．５時間）ジャロサイト沈殿回路（ＪＰ）が続く。ライモナ
イトスラリーをジャロサイト沈殿タンクに添加し、スラリーのｐＨをコントロールした。
これらのタンクのほぼ７０時間にわたる試験期間における平均条件を表１２に示す。
【００４６】
【表１２】
大気浸出及び鉄沈殿条件
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【００４７】
連続操作から得られる残渣の組成及び大気浸出においてサプロライトから得られる計算し
た金属抽出量及びＨＰＡＬ及び続く大気浸出からの合計抽出量を表１３に示す。
【００４８】
【表１３】
鉱石及び浸出残渣組成及び各工程における金属抽出量

【００４９】
浸出及び沈殿工程から得られる溶液は、金属含有量の増加と、同時に遊離酸量の低下を示
す。表１４に示されるように、Ｆｅ含有量は大気浸出工程の間初めは増加したが、その後
ジャロサイト沈殿では低下した。
【００５０】
【表１４】
各工程後の溶液組成

【００５１】
本発明の好ましい実施態様であると現在考えられるものを記載したが、本発明の精神から
逸脱することなくこれらの変更及び改変を行えることは当業者に理解されるところである
。本発明の観点に包含される全てのこのような変更及び改変をクレームすることを意図し
ている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のプロセスの一実施態様のフローシートを示す。
【図２】　本発明のプロセスの他の実施態様のフローシートを示す。
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【図３】　高マグネシウム鉱石またはサプロライトからのニッケル抽出率を硫酸濃度の関
数として示したグラフである。
【図４】　９０℃で硫酸によるサプロライトの大気浸出におけるニッケル抽出率を時間の
関数として示したグラフである。

【図１】 【図２】
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